
は
じ
め
に
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阿
南
荘
は
現
在
の
由
布
市
挟
間
地
区
・

庄
内
地
区
に
わ
た
る
広
大
な
荘
園
で

あ
り、
豊
後
国
一

宮
と
う
た
わ
れ
た
杵
原
（

由
原
）

八
幡
宮
が
そ
の
領
主
で
あ
っ

た。

阿
南
荘
は
大
ま
か
に一
二
つ
の
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り、

松
式
名
は
阿
南
荘

の
名
の
―

つ
で
あ
る。

松
武
名
は
現
在
の
旧
庄
内
町
の
大
分
川
左
岸
一

帯
に
あ

た
り、

現
代
で
も
水
田
が
集
中
し
て
い
る
地
域
で
あ
る。

弘
安
八
年
（
一
―
一
八
五
）

に
豊
後
国
守
護
大
友
頼
泰
（

大
友
氏一云一

代
当
主
）

に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
「
豊
後
国
図
田
帳
」

に
は
「
松
武
名
三
十
六
町
二
段」

と
あ
り、

中
世
で
も
広
大
な
水
田
が
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る。

さ
ら
に
「

豊
後
国
図
田
帳」

に
は
「

本
名
八
町
五
段

松
尾
弥
三
郎
跡、

当

知
行
未
分
明」

と
あ
り、

そ
れ
に
続
い
て
吉
藤
名
・

松
永
名
·

六
郎
丸
名
·

則

末
名
・

安
藤
名
・

武
宮
村
・

森
村
・

宗
門
名
・

石
丸
名
と
松
武
名
を
構
成
す
る

小
さ
な
名
や
村
な
ど
に
つ
い
て
列
記
し
て
い
る。

こ
の
松
武
名
の
本
名
を
支
配

し
て
い
た
松
尾
弥
三
郎
に
つ
い
て、

「

豊
後
国
図
田
帳
」

の
別
系
統
の
写
本
に

あ
た
る
「
豊
後
国
田
代
注
進
状
案
（

太
田
文
）
」

に
は
「
松
武
本
名
八
町
五
段

御
家
人
松
尾
弥
三
郎
惟
碁
跡、

当
知
行
不
分
明」

と
書
か
れ
て
い
る。

こ
の
こ

と
か
ら
松
尾
弥
三
郎
は
鎌
倉
幕
府
の
御
家
人
に
な
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
と

と
も
に、

名
前
の
惟
埜
か
ら
「

惟」

の
字
を
一

族
の
名
乗
り
の
通
字
と
し
て
い

る
豊
後
大
神
一

族
の
人
間
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る。

梅

野

敏

明

大
友
氏
に
よ
る
阿
南
荘
松
式
名
＂
貰
分
の
白
進
に
つ
い
て

松
武
名
と
豊
後
大
神
氏
の
関
係
に
つ
い
て、

『
大
分
県
の
地
名
』
（

平
凡
社、

平
成
七
年
(
-

九
九
五
））

の
四
九
六
ペ
ー
ジ
で
は、

「
元
来
松
武
名
は
豊
後
大

神
姓
松
尾
一

族
の
領
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
が、

惟
隆
を
祖
と
し
て
輩
出
す

る
小
原
・

大
津
留
・

武
宮
・

橋
爪
氏
ら
の
庶
子
家
に
所
領
を
配
分
す
る
に
あ
た

り、

新
名
が
成
立
し
た
た
め、

複
雑
な
構
成
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
」

と

考
察
し
て
い
る。

大
友
氏
に
よ
る
松
武
名
百
貰
分
の
寄
進

渡
辺
澄
夫
氏
が
編
さ
ん
し
た
「
豊
後
国
阿
南
荘
史
料」
（
『
豊
後
国
荘
園
公

領
史
料
集
成
』

五
（

上
）（

別
府
大
学、

平
成
元
年
(
-

九
八
九
）））

に
は、

大

徳
寺
の

瑞
峯
院
な
ど
に
伝
わ
っ

て
い
る
松
武
名
関
係
の
史
料
を
収
録
し
て
い

る。

そ
の
中
に、

大
友
義
鎮
（
宗
麟）

に
よ
る
松
武
名
百
貫
分
の
寄
進
状
が
あ
る。

l

史
料
―
l

大
友
義
鎮
書
状

0
「
阿
南
荘
史
料」

瑞
峯
院衣

鉢
侍
者
禅
師

為
当
院
御
領、

豊
後
国
阿
南
荘
之
内、

松
武
名
百
貫
分
之
事、

寄
附
仕
候、

至
御
代
官、

堅
固
被
仰
付
肝
要
候、

恐
但
謹
言、

（

本
文
書
き
下
し
）

【
当
院
（

瑞
峯
院
）

御
領
と
し
て、

豊
後
国
阿
南
荘
の
内、

松
武
名
百
貫
分

の
事、

寄
附
仕
り
候、

御
代
官
に
至
っ

て
は、

堅
固
に
仰
せ
付
け
ら
れ
肝

「
紫
野

（

包
紙
ウ
ハ

書
）

一

七
四
号

L_ 

義
鎮
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紫
野

衣
鉢
侍
者
禅
師

瑞
峯
院

L_ 

鑑

続

一

七
六
号
）

や
「
阿

一

七
七
号
）、

「
阿
南
荘
松

紫
野

拝
上

臼

杵

越

中

守

こ
の
史
料
一
・
ニ

は
年
代
の

記
載
は
な
い
が、

松
武
名
寄
進
の

関
係
史
料
で

あ
る
「
阿
南
荘
松
武
名
米
銭
諸
納
帳」
（
「
阿
南
荘
史
料
」

南
荘
松
武
名
百
貫
分
納
分
帳
」
（
「
阿
南
荘
史
料
」

吉

岡

越

中

守

田

北

大

和

守

衣
鉢
侍
者
禅
師

雄

城

若

狭

守

瑞
峯
院

拝
上

（

包
紙
ウ
ハ

書
）

「

（
志
賀
）

親

l

史
料
ニ
―

大
友
氏
加
判
衆
連
署
書
状

（
吉
岡
）

長

（
田
北
）

鑑

（
雄
城）

治

（

編
さ
ん
者
の
注
記
）

〇
瑞
峯
院
ノ
大
友
義
鎮
塔
頭
ト
ナ
ル
コ
ト、
（

天
文
甘
一

年
力
）

三
月

日
大
友
義
鎮
書
状
（
『
大
分
県
史
料』

二
六
所
収
「
瑞
峯
院
文
書」
）

二

見
ユ

こ
の
大
友
義
鎮
の
史
料
に
続
い
て、

大
友
家
加
判
衆
（

宿
老
）

た
ち
の
連
署

書
状
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

瑞
峯
院

（

弘
治
二

年
力
）

五
月
甘――一
日

衣
鉢
侍
者
禅
師

要
に
候、

恐
愧
謹
言、
】

志

賀

安

房

守

鎮
（

花
押
）

0
阿
南
荘
史
料
一

七
五
号

（

大
友
）義

十
六

紫
野

五
月
甘
三
日

（

臼
杵
）

鑑

豊
後
国
阿
南
荘
之
内
松
武
名
百
貫、

至
当
院
被
致
寄
附
候、

被
差
置
御
代

官、

諸
済
物
等
之
儀、

堅
固
被
仰
付
肝
要
之
段、

以
直
書
被
申
候、

珍
重

候、

然
者
諸
点
役
等
之
儀、

一

円
可
止
綺
之
段、

対
検
断
職
堅
被
申
付
候、

此
由
御
心
得
専
要
候、

恐
愧
敬
白、

（

本
文
書
き
下
し
）

【
豊
後
国
阿
南
荘
の
内
松
武
名
百
貰、

当
院
（

瑞
峯
院
）

に
至
り
寄
附
致
さ

れ
候、

御
代
官
を
差
し
置
か
れ、

諸
済
物
等
の
儀
は、

堅
固
に
仰
せ
付
つ

け
ら
れ
肝
要
の
段、

直
書
（
「
大
友
氏
当
主
か
ら
の
書
状
」

と
い
う
意
味。

具
体
的
に
は
[

史
料
一
l

を
さ
す
）

を
以
て

申
さ
れ
候ヽ

珍
重
に
候ヽ

然

い

ろ

ら
ば
諸
点
役
等
の
儀
は、

一

円
綺
い
を
止
め
る
べ

き
の
段、

検
断
職
に
対

し
て
堅
く
申
し
付
け
ら
れ
候、

此
の
由
御
心
得
専
要
に
候、

恐
恨
敬
白、
】

続
（

花
押
）

増
（
花
押
）

生
（
花
押
）

景
（
花
押）

守
（
花
押
）
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一

般
的
に
は
中

武
名
百
貫
分
田
畠
坪
付
帳
」
（
「
阿
南
荘
史
料
」

弘
治
二

年
(
-

五
五
六
）

で
あ
る
こ
と
か
ら、

史
料
一
・
ニ
の
文
書
が
作
成
さ

れ
た
の
も
弘
治
二
年
と
判
断
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

そ
し
て、

史
料
一

と
二
の
文
書
の
役
割
で
あ
る
が、

ま
ず
史
料
一

に
お
い
て

大
友
氏
当
主
（

史
料
一

の
場
合
は
大
友
義
鎮
）

が
大
徳
寺
瑞
峯
院
に
対
し
て
松

武
名
百
貫
の
土
地
を
寄
附
す
る
旨
を
伝
え、

そ
し
て
史
料
二
に
お
い
て
五
名
の

大
友
氏
加
判
衆
が
連
署
し
て
大
徳
寺
瑞
峯
院
に
対
す
る
土
地
の
寄
附
を
保
証
し

て
い
る
と
い
う
関
係
に
な
る。

さ
ら
に
史
料
二
で
は
大
友
家
加
判
衆
が
現
地
を

統
括
す
る
検
断
職
に
対
し
て、

大
徳
寺
瑞
峯
院
か
ら
派
遣
さ
れ
た
代
官
た
ち
の

支
配
を
妨
害
し
な
い
よ
う
に
命
じ
て
い
る。

中
世
で
は、

例
え
大
名
か
ら
領
地
を
与
え
ら
れ
て
も、

そ
の
当
事
者
が
自
ら

の
武
力
で
実
効
支
配
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
が
憤
例
で
あ
っ

た
。

し
か

し、

大
友
義
鎮
自
ら
が
自
身
の
菩
提
寺
で
あ
る
大
徳
寺
瑞
峯
院
に
土
地
を
寄
附

し
た
た
め、

大
友
氏
加
判
衆
を
始
め
と
す
る
家
臣
団
の
行
政
的
な
権
力
で
そ
の

寄
附
を
保
証
し
た
珍
し
い
事
例
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

二
、

弘
治
二

年
に
お
け
る
大
徳
寺
瑞
峯
院
へ
の
斉
進
の
背
最

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が、

大
徳
寺
瑞
峯
院
に
寄
進
し
た
松
武
名
百
貫
の
土

地
は
も
と
も
と
誰
の
所
領
で
あ
っ

た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る。

世
に
お
い
て
土
地
に
は
そ
こ
を
支
配
す
る
領
主
が
お
り、

そ
の
領
主
の
下
に
は

さ
ら
に
細
か
く
所
有
権
が
分
割
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る。

松
武
名
に
関

し
て
も
同
様
で
あ
り、

阿
南
荘
の
荘
園
領
主
で
あ
る
杵
原
八
幡
宮
の
下
に
は
さ

ら
に
現
地
を
支
配
す
る
名
主
や
地
頭
ら
が
お
り、

そ
の
支
配
関
係
は
重
層
的
で

一

七
八
号
）

の
作
成
年
代
が

あ
っ

た。

前
述
の
よ
う
に
松
武
名
に
は
豊
後
大
神
氏
の
一

族
で
あ
る
松
尾
氏
や

そ
の
庶
子
家
が
支
配
し
て
き
た
。

そ
し
て、

そ
の
庶
子
家
の
中
で
も
現
在
の
旧

庄
内
町
小
原
地
域
を
拠
点
に
し
た
小
原
氏
が
大
友
家
の
加
判
衆
と
し
て
台
頭
し

て、

大
友
氏
領
国
内
で
大
き
な
権
力
を
振
る
う
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る。

し
か
し、

弘
治
二
年
に
時
の
小
原
家
の
当
主
で
あ
っ

た
小
原
鑑
元
が
肥
後
国

南
関
城
（

現
在
の
熊
本
県
玉
名
郡
南
関
町
）

に
て
反
乱
を
起
こ
し
た
。

小
原
鑑

元
は
大
友
家
の
命
に
よ
っ

て
本
貫
地
で
あ
る
豊
後
国
阿
南
荘
を
離
れ
て、

肥
後

国
南
関
城
の
城
督
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
。

小
原
鑑
元
が
大
友
氏
に
対
し
て
謀
反

を
起
こ
し
た
背
景
に
は
諸
説
あ
る
が、

大
友
氏
一

族
で
あ
る
同
紋
衆
ば
か
り
を

重
用
す
る
大
友
義
鎮
の
姿
勢
に
反
感
を
抱
い
た
と
い
う
説
が
有
力
で
あ
る。

小

原
鑑
元
が
起
こ
し
た
反
乱
は
す
ぐ
に
鎮
圧
さ
れ、

小
原
鑑
元
が
持
っ

て
い
た
膨

大
な
所
領
は
大
友
氏
に
よ
っ

て
没
収
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る。

松
武
名
百
貫

も
小
原
鑑
元
の
所
領
で
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ、

そ
の
没
収
地
の
中
か
ら

松
武
名
百
貫
の
土
地
を
選
ん
で
大
徳
寺
瑞
峯
院
に
寄
附
し
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る。

-28-


